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　学習指導要領の全面実施を受け、各校においては工夫を凝らしながら、資質・能力の育成を
目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善や、カリキュラム・マネジメン
トの充実、児童生徒の発達の支援等に取り組んでいることと思います。
　中央教育審議会答申（令和３年１月）「『令和の日本型教育』の構築を目指して」では、「予
測困難な時代であり、新型コロナウイルス感染症により一層先行き不透明となる中（中略）目
の前の事象から解決すべき課題を見いだし、主体的に考え、多様な立場の者が協働的に議論し、
納得解を生み出すことなど、正に新学習指導要領で育成を目指す資質・能力が一層強く求めら
れている」と述べており、2020年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」
とし、その姿を「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」と
しています。
　青森県教育委員会では、「教育は人づくり」という視点に立ち、郷土に誇りを持ち、多様性
を尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切り拓く人づくりを目指し、「夢や志の実現
に向け、知・徳・体を育む学校教育」「学びを生かし、つながりをつくり出す社会教育」を、
市町村教育委員会、家庭や地域社会との連携を図りながら推進しているところです。
　これらの国や県における教育の動向、上北管内の学習指導や生徒指導等に関する現状を踏ま
え、上北教育事務所では、人と人、人と物、学校・家庭・地域との“つながり”を引き続き重
視しながら、以下の三点にこだわりを持って取り組んでいきたいと考えています。
　一つ目は、「健康・安全に対する指導の充実」です。残念ながら、昨年度、一昨年度と管内
で児童生徒の大切な命が失われるという痛ましい出来事がありました。児童生徒が自他の生命
尊重を基盤として、自ら安全な行動ができるよう、組織的かつ体系的な指導を行うとともに、
関係機関と連携して、児童生徒の安全を確保する取組の一層の充実を図る必要があると考えて
います。
　二つ目は、「特別な配慮を必要とする児童生徒への指導の充実」です。県の教育活動状況調
査によりますと、令和２年度における管内の「発達障害のある（可能性のある）特別な教育的
支援を必要とする第１学年の児童数」は前年度より約１０％増加しています。また、不登校児
童生徒を含む３０日以上の長期欠席児童生徒数についても、令和３年度児童生徒指導状況報告
書（１２月報告）から、前年度より約１６％増加していることが分かります。いずれも、個々
の状況に応じた支援が必要であり、管内の喫緊の課題であると捉えています。多様な子供たち
を誰一人取り残すことのない個別最適な学びを実現するためには、児童生徒一人一人について、
その多様な能力・適性、興味・関心、性格等を的確に捉えた上で、全ての教員が必要な知識を
身に付け、チームとして教育活動に取り組むとともに、家庭や地域社会及び関係機関との連携・
協力を深めていくなど、学校としての組織的な対応を一層推進していくことが必要であると考
えます。
　三つ目は、「人財の育成」です。管内では、小・中学校における４８歳以上の教員が半数を
超えており、これまでの教育実践の蓄積をスムーズに継承していくことが大きな課題となって
います。また、社会教育においても「開かれ、つながる社会教育」へと進化を図っていく上で、
地域や社会の課題解決に向けた取組を行う民間団体や人材の活躍・連携を、どのように促進し
ていくかが課題となっています。働き方改革を進めていくことはもちろんですが、日常の業務
や各種研修、相互のコミュニケーションを通して、組織的・計画的に教育に関わる人財の育成
を図ることが必要であると考えています。
　結びに、管内の教育関係者の皆様方には、常日頃から学校教育及び社会教育のために御尽力
いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。上北教育事務所では、これらを実現する
ために、管内指導主事全員協議会等の場で検討を重ね、学校教育は１２の重点、社会教育は６
つの重点としてまとめました。皆様方には、今年度もこれまでと同様、上北の教育の充実と発
展のために御支援・御協力くださいますようお願い申し上げ、巻頭言といたします。

組織的な対応の推進を
上北教育事務所
所　長　花　田　千　穂
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青森県教育施策の方針

　青森県教育委員会は、郷土に誇りを持ち、多様性

を尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切

り拓
ひら

く人づくりを目指します。このため、

　夢や志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育

　学びを生かし、つながりをつくり出す社会教育

　次代へ伝える、かけがえのない文化財の保存・活用

　活力、健康、感動を生み出すスポーツ

を、市町村教育委員会、家庭や地域社会との連携を

図りながら推進します。

平成２６年１月８日決定
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青森県教育委員会
１　方　　　　針

　郷土に誇りを持ち、多様性を尊重し、創造力豊かで、新しい時代を主体的に切り拓く幼児
児童生徒を育成するため、教育は人づくりという視点に立って、学校運営に創意工夫をこら
し、夢や志の実現に向け、知・徳・体を育む学校教育の推進に努める。

２　重　　　　点
　⑴　授 業 の 充 実

　一人一人の子どもが、各教科及び総合的な学習の時間等において、主体的・対話的で深
い学びを通して確かな学力を身に付けることができるよう、言語活動の充実を図りながら、 
一人一人の能力・適性に応じた指導と学習習慣の育成に努める。
ア　主体的・対話的で深い学びの実現を図る指導計画等の整備
イ　知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成に向けた教材研究の深化
ウ　一人一人の学習の過程や成果の的確な把握と指導の改善につながる評価の工夫
エ　各教科等の特質に応じた体験活動や間題解決的な学習を重視した指導の工夫
オ　学校図書館やＩＣＴなどを活用した子どもの学びを支援する学習環境の充実

　⑵　道徳教育の充実
　一人一人の子どもが、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社
会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもつことができるよう、教育活動全体
を通じて道徳性の育成に努める。
ア　道徳教育を推進する指導体制と全体計画の整備・充実
イ　道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる指導の工夫
ウ　郷土を愛する心を育む指導の充実
エ　道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子の継続的な把握と、評価を生か

した指導の工夫

　⑶　特別活動の充実
　一人一人の子どもが、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、集団や自己の生活
上の課題を解決することを通して、集団や社会における生活及び人間関係をよりよく築い
ていくことができるよう、必要な資質・能力の育成に努める。
ア　自主的な態度を育てる学級活動・ホームルーム活動の工夫
イ　自治的な意識を高める児童会活動・生徒会活動の工夫
ウ　児童の個性の伸長を図り、触れ合いを深めるクラブ活動の工夫
エ　集団への所属感や連帯感を深める学校行事の工夫

　⑷　体育・健康教育の充実
　一人一人の子どもが、生涯にわたって自ら進んで運動に親しみ、健康で安全な生活と豊
かなスポーツライフを送ることができるよう、家庭や地域社会との連携を図りながら、心
と体を一体として捉え、健やかな体を育む教育の推進に努める。
ア　運動に親しむ資質や能力の育成及び体力の向上を図る指導の充実
イ　健康に関する知識を身に付け、積極的に健康な生活を実践できる指導の充実
ウ　食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができる指導の充実
エ　安全に関する情報を正しく判断し、安全を確保することができる指導の充実

　⑸　生徒指導の充実
　一人一人の子どもが、豊かな生活を送ることができるよう、家庭や地域社会及び関係機
関等との連携を図りながら、心の結びつきを基調とした指導を行うとともに、問題行動・
不登校等の未然防止、早期発見・早期対応に努める。
ア　基本的な生活習慣や自己指導能力を育成する協働的な指導体制の充実
イ　生徒指導の機能を生かした学年・学級・ホームルーム経営の充実

令和４年度　学校教育指導の方針と重点
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ウ　児童理解・生徒理解に基づいた教育相談の充実
エ　児童生徒が主体となるいじめ防止活動の推進と組織的な対応の徹底

　⑹　キャリア教育の充実
　一人一人の子どもが、 学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、 社会的・ 
職業的自立ができるよう、 必要な基盤となる資質・能力の育成に努める。
ア　キャリア教育指導体制の整備・充実
イ　現在及び将来の生き方を考える指導・進路指導の充実
ウ　児童生徒の発達の段階に応じた勤労観・職業観の育成

　⑺　特別支援教育の充実
　発達障害を含む障害のある子どもなど特別な配慮を必要とする子どもが、 障害等による
学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するとともに、 そのもてる力を最大限に発
揮して自立や社会参加ができるよう、 一人一人の教育的ニーズを把握し、 適切な指導及び
必要な支援に努める。
ア　校内支援体制の充実
イ　個別の教育支援計画の作成と活用による関係機関と連携した支援の充実
ウ　別の指導計画の作成と活用による指導の充実
エ　交流及び共同学習による相互理解の促進

　⑻　環境教育の推進
　一人一人の子どもが、 環境と人間とのかかわりについて関心と理解を深め、 環境に対す
る豊かな感受性を養うことができるよう、 環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努め
る。
ア　教科等間の関連を踏まえた指導の工夫
イ　地域の環境の実態に即した指導の工夫
ウ　環境にかかわる体験活動の充実

　⑼　国際化に対応する教育の推進
　一人一人の子どもが、 我が国や諸外国の文化と伝統について関心と理解を深めるととも
に、 国際社会に貢献できるよう、 国際理解教育の推進に努める。
ア　郷土に対する愛着と誇りを涵養する教育の推進
イ　外国語教育の充実による、 外国語を通じたコミュニケーション能力の育成
ウ　異なった文化や習慣をもつ人々との交流の推進

　⑽　情報化に対応する教育の推進
　一人一人の子どもが、 情報モラルを含む情報活用能力を身に付けることができるよう、 
系統的・体系的な情報教育の推進に努める。
ア　情報教育を推進する指導体制の整備・充実
イ　学習指導におけるＩＣＴの適切な活用の推進
ウ　情報通信ネットワーク等を適切に活用した教育の推進
エ　家庭や地域社会と連携した情報モラルに関する指導の充実

　⑾　研 修 の 充 実
　教員等の資質を高め、 教育活動の充実を図るため、 計画的・実践的な研修の充実に努め
る。
ア　教員等の資質の向上に関する指標を踏まえた研修の推進
イ　日常的に学び合い、指導力を高め合う校内研修体制の整備・充実
ウ　教育要領・学習指導要領に基づく実践的研究の充実
エ　学校の教育課題解決のための実践的研究の充実
オ　家庭や地域社会と連携し、地域の教育資源を活用した特色ある教育活動の研究・推進
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１　方　　　　針

　県民一人一人が、生涯にわたり健やかで活力に満ちた生活を送ることができるよう、学校

における体育・健康教育の充実、生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に努める。

２　重　　　　点
　⑴　学校における体育・スポーツの充実

　児童生徒が、豊かなスポーツライフの実現を目指し、自ら進んで運動に親しむ資質や能

力を身に付け、健康の保持増進と体力の向上を図ることができるよう、学校における体育・

スポーツの充実に努める。

ア　教科体育（保健体育）における学習指導の充実

イ　体力の向上を図る指導の充実

ウ　体育（保健体育）担当教員等の研修の充実

エ　運動部活動の充実

　⑵　健康教育の充実
　児童生徒が、心身ともに健康で安全な生活について理解し実践できるよう、学校、家庭、

地域社会の連携を図り、学校保健、学校における食育及び学校安全を総合的に推進し、健

康教育の充実に努める。

ア　学校保健の充実

イ　学校における食育の充実

ウ　学校安全の充実

エ　健康教育担当教員等の研修の充実

　⑶　スポーツの推進
　県民が生涯にわたり豊かなスポーツライフを実現できるよう、スポーツに親しむ環境づ

くりと競技力を向上させる環境づくりの充実を図り、スポーツの推進に努める。

ア　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

イ　学校や地域における子どものスポーツ機会の充実

ウ　地域のスポーツ環境の整備・充実

エ　競技スポーツの推進

オ　スポーツによる地域の活性化

　⑷　第80回国民スポーツ大会に向けた競技力向上の推進
　２０２６年に本県で開催される第８０回国民スポーツ大会での天皇杯・皇后杯の獲得に

向けた総合的な競技力向上に努める。

令和４年度　体育・健康・スポーツ行政の方針と重点
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１　方　　　　針

　県民が、自己の向上を目指して生きがいのある充実した生活を送るとともに、豊かで住み

よい地域社会を形成することができるよう、学びを生かしつながりをつくり出す社会教育の

推進に努める。

２　重　　　　点
　⑴　学校・家庭・地域の協働による未来を担う人財の育成

ア　地域学校協働活動の促進

イ　地域が支えるキャリア教育の充実

ウ　子どもの読書活動の充実

エ　家庭教育支援の充実

オ　青少年の体験活動の充実

　⑵　活力ある持続可能な地域づくりに向けた人財の育成
ア　地域活動の実践者、コーディネーターの養成

イ　次代の地域を担う若者の育成

ウ　地域活動に関わる人財のネットワーク形成の支援

エ　多様な働き方を可能にする学び直しの機会の充実

　⑶　生涯を通じた学びと社会参加の推進
ア　高齢者や障害者を始めとする多様なニーズに応じた学びの機会の充実

イ　学習成果を生かした社会参加活動の支援

　⑷　社会教育推進のための基盤整備
ア　社会教育推進体制の充実

イ　社会教育施設の機能の充実と活用の促進

ウ　社会教育関係職員の養成と資質の向上

エ　社会教育関係団体等の活動の支援

※人は青森県にとって「財（たから）」であるという基本的な考え方から、ここでは

　「人材」を「人財」と表しています。

令和４年度　社会教育行政の方針と重点
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１　方　　　　針

　郷土への愛着と誇りを培い、うるおいと活力のある県民生活を実現するため、次代へ伝え

る、かけがえのない文化財の保存・活用に努める。

２　重　　　　点
　⑴　文化財の保護・保存

　かけがえのない文化財を次代に伝えるため、適切に管理し、保護・保存に努める。

ア　文化財を大切にし、守り伝えようとする意識の啓発

イ　文化財の調査や記録作成の実施

ウ　国や県の文化財指定等の推進

エ　文化財の保存・修理等の支援

オ　「北海道・北東北の縄文遺跡群」を未来に継承する取組の推進

　⑵　文化財の公開・活用
　県民が文化財に興味・関心を持ち、親しめるよう、公開・活用と情報発信に努める。

ア　文化財の公開・活用の促進と情報発信

イ　史跡等の公有化や整備の支援

　⑶　伝統芸能・技術の継承
　地域で育まれ、保存・伝承されてきた伝統芸能や技術の継承に努める。

ア　伝統芸能・技術の後継者の育成支援と発表機会の充実

イ　こどもの伝統芸能伝承活動の推進

　⑷　博物館等施設の機能の充実
　県民が文化財に触れ、体験・体感できる機会の充実と情報発信に努める。

ア　県立郷土館の展示・教育普及・調査研究活動の充実と情報発信

イ　三内丸山遺跡センターの遺跡及び遺跡の出土品の保存、遺跡に関する調査研究・展示・

教育普及活動の充実と情報発信

ウ　埋蔵文化財調査センターの発掘調査・研究活動と収蔵機能の充実及び情報発信

令和４年度　文化財保護行政の方針と重点
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Ⅰ　趣　　　　旨

　各学校においては、すべての児童生徒の人格のよりよき発達を目ざすとともに、一人一人

の児童生徒が、明るく充実した学校生活を送ることができるよう、生徒指導の推進に努める

必要がある。

　本要綱は、各学校が具体的に推進すべき事項とその内容を示し、生徒指導の一層の充実を

図るものである。

Ⅱ　推 進 事 項
１　生徒指導体制を確立し、全教職員が協同して指導すること。

２　共感的な児童生徒理解に努め指導すること。

３　一人一人の児童生徒が充実感や存在感を持てるよう、指導の工夫に努めること。

４　家庭や地域社会及び関係機関・団体等との連絡を密にし、協力を得て指導すること。

Ⅲ　推 進 内 容
　１　推進事項１について

⑴　指導方針や実践すべき内容を明確にして、共通理解を図り、全教職員が協力し合い指

導に当たること。

⑵　学級（ホームルーム）、学年、生徒指導部等でそれぞれ実践すべき指導内容や方法を

確認し合い指導に当たること。

⑶　生徒指導に関する校内研修を計画的、継続的に実施し、指導力の向上に努めること。

　２　推進事項２について
⑴　一人一人の児童生徒の置かれている状況や心情を、児童生徒の立場に立って理解する

よう努めること。

⑵　一人一人の児童生徒を他の教職員の協力を得ながら、多面的、総合的に理解するよう

努めること。

⑶　上記の児童生徒理解に基づいて、一人一人の児童生徒の個に応じた指導に努めること。

　３　推進事項３について
⑴　一人一人の児童生徒が学ぶ喜びや成就感を味わえるよう、授業の充実に努めること。

⑵　一人一人の児童生徒にとって、心のよりどころとなる好ましい人間関係に支えられた

学級（ホームルーム）づくりに努めること。

⑶　児童生徒が自主的によりよい学校生活を築いていけるよう、児童会・生徒会活動等の

充実に努めること。

⑷　自然との触れ合いや勤労及び奉仕等の体験的な活動を充実させるよう努めること。

生 徒 指 導 推 進 要 綱
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　４　推進事項４について
⑴　学校の指導方針や保護者の考え方などについて、学校と家庭が相互の理解を一層深め

るよう努めること。

⑵　地域の文化活動やスポーツ活動等の諸活動に参加させるなど、地域社会との連携を密

にするよう努めること。

⑶　関係機関・団体等との連携を深め、健全育成などについて望ましい協力関係を築くよ

う努めること。

Ⅳ　推進状況の確認と報告
１　校長は生徒指導の推進状況を定期的に確かめながら、指導の改善・充実に努めること。

２　学校と県教育委員会及び市町村教育委員会との連携を密にし、生徒指導の充実を図るた

め、県立学校長にあっては県教育委員会教育長に、市町村立小・中学校長にあっては市町

村教育委員会を通して所轄教育事務所長に、別に示すところにより、各学期末に児童生徒

の指導状況報告書、 年度末に生徒指導推進状況報告書を提出すること。
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